（様式第１０号）                                                             

承 (しょう)　諾 (だく)　書 (しょ)

○兵庫県 (ひょうごけん)のこども家庭 (かてい)センターでの直 (ちょっ)近 (きん)の療育 (りょういく)手帳 (てちょう)判定 (はんてい)においてＡ又 (また)はＢ２の手帳 (てちょう)の交付 (こうふ)を受 (う)けている方 (かた)
もしくは
○今 (いま)までに兵庫 (ひょうご)県立 (けんりつ)知的 (ちてき)障害者 (しょうがいしゃ)更生 (こうせい)相談所 (そうだんしょ)において判定 (はんてい)を受 (う)けたことがある方 (かた)


１か２のどちらかにチェック☑を付 (つ)けてください。

１　前回 (ぜんかい)の判定 (はんてい)を受 (う)けた時 (とき)から生活 (せいかつ)や障害 (しょうがい)の状況 (じょうきょう)に変 (か)わりがありませんので、前回 (ぜんかい)の判 (はん)定 (てい)資 (し)料 (りょう)及 (およ)び現況届 (げんきょうとどけ)に基 (もと)づいて判定 (はんてい)し、療育 (りょういく)手帳 (てちょう)を更新 (こうしん)することに同意 (どうい)します。（ただし、①前回 (ぜんかい)の等級 (とうきゅう)と同 (おな)じ判定 (はんてい)となります。②希望 (きぼう)されても来所 (らいしょ)の判定 (はんてい)となる場合 (ばあい)もあります。）

２　兵庫 (ひょうご)県立 (けんりつ)知的 (ちてき)障害者 (しょうがいしゃ)更生 (こうせい)相談所 (そうだんしょ)に出向 (でむ)くか、巡回 (じゅんかい)相談 (そうだん)のときに、判定 (はんてい)を受 (う)けることを希望 (きぼう)します。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 (れいわ)　　　年 (ねん)　　　月 (がつ)　　　日 (にち)

本人氏名 (ほんにんしめい)　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　保護者 (ほごしゃ)氏名 (しめい)　　　　　　　　　　　　　　（続柄 (つづきがら)）　　　　　

《注意 (ちゅうい)事項 (じこう)》
保護者 (ほごしゃ)は、療育 (りょういく)手帳 (てちょう)更新 (こうしん)申 (しん)請書 (せいしょ)に記載 (きさい)された保護者 (ほごしゃ)となります。




